
 

計画策定企画書 

 

計画名 青森市総合計画（後期基本計画） 
計画期間 令和６年度～令和１０年度 

部・課 企画部 企画調整課 

策定理由 

 青森市総合計画の基本構想（R1～R10）に掲げる将来都市像「市民一人ひとりが挑戦する街」

の実現に向け、具体的な取組を示した前期基本計画（R1～R5）が令和５年度で計画期間満了とな

ることから、前期基本計画における取組の成果や課題等を踏まえ、令和６年度を始期とする後期

基本計画（R6～R10）を策定する。 

策定効果 

本計画は、本市まちづくりにおける最上位指針であり、本市の将来都市像やその実現に向けた

基本的な方向性を示すとともに、本市の概況や地域資源といった特性を踏まえながら、主要課題

や分野ごとの現状と課題を明確にし、その解決に向けた施策や取組を示すことで、総合的かつ計

画的な市政運営が図られる。 

スケジュール 

令和５年 １月     策定に係る庁議決定 

令和５年 ２月～３月  審議会委員の公募、選定作業 

令和５年 ４月     組織会、第１回総会、第１回分科会 

（【諮問】、前期基本計画フォローアップ、本市の課題） 

令和５年 ５月     第２回分科会 

（課題及び目指すべき方向性） 

令和５年 ６月     第１回総括分科会 

（課題及び目指すべき方向性の取りまとめ） 

令和５年 ７月     第３回分科会 

（後期基本計画答申案（素案）の検討①） 

令和５年 ８月     第４回分科会 

（後期基本計画答申案（素案）の検討②） 

令和５年 ９月     第２回総括分科会 

（後期基本計画答申（案）の起草） 

令和５年１０月     第２回総会 

（後期基本計画答申の決定） 

⇒ 審議会会長から市長へ【答申】 ※議会へ説明 

令和５年１１月     わたしの意見提案制度（パブリックコメント）の実施 

令和６年 １月     後期基本計画の庁議決定 

附属機関 設置の有無 ■有  □無  

関連部局 全ての部局 

 

【参考】策定に要する経費 

経費 
（R5 当初要求額） 

2,165 千円 

≪主な内訳≫ 

・審議会委員報酬   1,149 千円 

・審議会会場使用料   680 千円 

 

令和５年１月４日 
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青森市総合計画（後期基本計画）策定に係る体制及びスケジュール

【策定体制】 【策定スケジュール】

◎令和5年1月 策定に係る庁議決定

◎2月～3月 審議会委員の公募、選定作業

◎4月 組織会、第1回総会、第1回分科会

(【諮問】、前期基本計画ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ、本市の課題）

◎5月 第2回分科会

（課題及び目指すべき方向性）

◎6月 第1回総括分科会

（課題及び目指すべき方向性の取りまとめ）

◎7月 第3回分科会

（後期基本計画答申案(素案)の検討①）

◎8月 第4回分科会

（後期基本計画答申案(素案)の検討②）

◎9月 第2回総括分科会

（後期基本計画答申(案)の起草）

◎10月 第2回総会（後期基本計画答申の決定）

⇒ 審議会会長から市長へ【答申】 ※議会へ説明

◎11月

わたしの意見提案制度

(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ)の実施

◎令和6年1月

後期基本計画の庁議決定

○総会(21人) 審議会会長 及び 審議会委員(20人)

青森市総合計画審議会
※審議会委員数(21人)や各分科会において調査・審議する

分野(①～⑬)については、前期基本計画策定時を踏襲

○総括分科会(5人)
審議会会長 及び 各分科会会長(4人)

＜主な役割＞
答申(案)の起草、各分科会間の調整、基本的事項
(人口、経済、土地利用、交通等)に係る調査・審議

○分科会(各5人)
◆第1分科会
①産業、②雇用
［第1章 しごと創り］

◆第2分科会
③子ども、④教育、⑤文化、
⑥行政経営、⑦市民協働
［第2章 ひと創り］

［第3章 まち創り(第1節 地域内連携、第3節 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ社会)］

◆第3分科会
⑧保健衛生、⑨福祉、⑩医療、⑪市民生活
［第3章 まち創り(第2節 安全・安心な市民生活)］

［第4章 やさしい街］

◆第4分科会
⑫都市交通基盤、⑬環境
［第5章 つよい街］

［第6章 かがやく街］

＜主な役割＞
各分野における計画案の調査・審議

【諮問】
市 長

後期基本計画
策定

【答申】
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令和4年度

令和5年度
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定例庁議 資料２
企 画 部


